
令和７年 第４回 福岡市東区選挙管理委員会 

 

３月５日（水） 

 

 

【 議 題 】 

 

 

１ 議案第 19号 選挙人名簿から抹消する者について 

 

２ 議案第 20号 選挙人名簿に登録する者について 

 

３ 議案第 21号 福岡県知事選挙における投票所の指定について 

 

４ 議案第 22号 福岡県知事選挙における開票の場所及び日時について 

 

５ 議案第 23号 福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時に 

ついて 

 

６ 議案第 24号 福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじの方法について 

 

７ 議案第 25号 福岡県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

８ 議案第 26号 福岡県知事選挙における投票立会人の選任について 

 

９ 議案第 27号 福岡県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 次 回 ＞ 

     委員会  令和７年３月６日（木）午後６時～ 

           東区役所本館 ２階 応接室 



議案第 19号 

選挙人名簿から抹消する者について 

選挙人名簿から次の者を抹消する。 

  令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森 英 鷹 

１ 抹消する者の数      93人     

  内訳 死亡者  64人    

市外転出者    29人     

２ 抹消する者の氏名等 別紙のとおり 

３ 抹消年月日 令和７年３月５日 

（根拠） 

・公職選挙法第 28条第１号及び第２号の規定による。

(登録の抹消) 

第二十八条  

市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者について

次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらの者を直ちに選挙人名簿から

抹消しなければならない。この場合において、第四号に該当するに至つたときは、その

旨を告示しなければならない。 

一 死亡したこと又は日本の国籍を失つたことを知つたとき。 

二 前条第一項又は第二項の表示をされた者が当該市町村の区域内に住所を有しなくな

つた日後四箇月を経過するに至つたとき。 

三 第三十条の六第二項の規定による第三十条の二第三項に規定する在外選挙人名簿へ

の登録の移転をすることとするとき。 

四 登録の際に登録されるべきでなかつたことを知つたとき。 

※前条第一項の規定

(表示及び訂正等) 

第二十七条 

（一部略）市町村の区域内に住所を有しなくなったことを知った場合には、直ちに選挙

人名簿にその旨の表示をしなければならない。 
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議案第 20号 

選挙人名簿に登録する者について 

 令和７年３月５日現在において選挙人名簿に登録される資格を有する者を、次のとおり選

挙人名簿に登録する。 

  令和７年３月５日 

  福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

１ 登録する者の数    318人 

２ 登録する者の氏名等  別紙のとおり 

３ 登録年月日    令和７年３月５日 

(根拠） 

・公職選挙法第 22条第３項の規定による。

第二十二条第三項（登録） 

 市町村の選挙管理委員会は、選挙を行う場合には、政令で定めるところにより、当

該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(略)が定める日現在(略)により、当該

市町村の選挙人名簿に登録される資格を有する者を当該選挙時登録の基準日に選挙

人名簿に登録しなければならない。 

※ 登録される資格を有する者

第二十一条第一項（被登録資格等） 

選挙人名簿の登録は，当該市町村の区域内に住所を有する年齢満十八年以上の日本

国民で，その者に係る登録市町村等の住民票が作成された日から引き続き三箇月以上

登録市町村等の住民基本台帳に記録されている者について行う。 

３





議案第21号 

福岡県知事選挙における投票所の指定について 

 令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における東区の各投票区の投票所を次のよ

うに指定し、告示する。 

  令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

１ 各投票区の投票所 別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第39条の規定による。 

・告示  公職選挙法第41条第１項の規定による。 

【公職選挙法】 

第三十九条(投票所) 

  投票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

第四十一条(投票所の告示) 

  市町村の選挙管理委員会は、選挙の期日から少くなくとも五日前に、投票所を告示し

なければならない。 

５



 【東　区】                       （投票区数　５０）

投票区 投票所 所在地

馬出第一 馬出小学校講堂兼体育館 東区馬出一丁目12番27号

馬出第二 福岡中学校講堂兼体育館 東区馬出三丁目11番１号

箱崎第一 箱崎小学校講堂兼体育館 東区箱崎二丁目２番45号

箱崎第二 東区役所別館講堂 東区箱崎二丁目54番１号

箱崎第三 東箱崎公民館 東区箱崎七丁目16番23号

筥松第一 筥松小学校講堂兼体育館 東区郷口町16番１号

筥松第二 米一丸会館 東区箱崎六丁目５番18号

筥松第三 筥松会館 東区原田二丁目８番25号

松島第一 松島小学校講堂兼体育館 東区松島一丁目39番１号

松島第二 箱崎清松中学校講堂兼体育館１階ホール 東区松田二丁目３番１号

名島第一 名島小学校講堂兼体育館 東区名島五丁目５番１号

名島第二 名島公民館 東区名島二丁目42番26号

千早 なみきスクエア１階交流ロビー 東区千早四丁目21番45号

千早西 千早西小学校講堂兼体育館 東区香椎浜一丁目４番１号

香陵 香陵公民館 東区香椎浜一丁目８番７号

香椎浜 香椎浜小学校講堂兼体育館 東区香椎浜二丁目２番２号

城浜 城浜公民館 東区城浜団地32番２号

舞松原第一 舞松原小学校講堂兼体育館 東区舞松原五丁目19番１号

舞松原第二 多々良中学校武道場 東区水谷一丁目18番１号

若宮第一 若宮小学校講堂兼体育館 東区若宮三丁目12番１号

若宮第二 福岡矯正管区体育館 東区若宮五丁目３番53号

香椎第一 香椎小学校講堂兼体育館 東区香椎駅前三丁目２番１号

香椎第二 香椎公民館 東区香椎駅前二丁目17番19号

香椎下原第一 香椎第３中学校武道場 東区香椎駅東三丁目33番１号

香椎下原第二 香椎下原公民館 東区下原一丁目４番２号

香椎東第一 香椎会館 東区香椎四丁目13番17号

香椎東第二 香椎東小学校講堂兼体育館 東区香椎台一丁目９番１号

香住ケ丘第一 香住丘小学校講堂兼体育館 東区香住ヶ丘三丁目10番１号

香住ケ丘第二 香住丘公民館 東区香住ヶ丘一丁目27番１号

和白第一 和白公民館武道場 東区和白三丁目28番31号

和白第二 和白小学校講堂兼体育館 東区塩浜一丁目６番１号

三苫 三苫公民館 東区三苫三丁目３番41号

奈多第一 奈多小学校講堂兼体育館 東区奈多団地40番１号

奈多第二 奈多公民館 東区奈多二丁目14番２号

美和台第一 美和台小学校講堂兼体育館 東区美和台二丁目25番１号

美和台第二 和白丘中学校武道場 東区和白丘三丁目13番１号

和白東第一 和白東小学校講堂兼体育館 東区高美台二丁目８番１号

和白東第二 和白東公民館 東区高美台二丁目１番８号

西戸崎第一 西戸崎公民館 東区西戸崎五丁目１番１号

西戸崎第二 大岳集会所 東区大岳三丁目18番４号

志賀第一 志賀公民館 東区大字志賀島736番地60

志賀第二 勝馬公民館 東区大字勝馬1587番地２

志賀第三 弘集会所 東区大字弘2454番地１

照葉第一 照葉公民館 東区香椎照葉二丁目２番12号

照葉第二 照葉北公民館 東区香椎照葉三丁目２番１号

多々良第一 多々良公民館 東区多々良一丁目56番２号

多々良第二 蒲田会館 東区蒲田二丁目30番35号

八田 八田小学校講堂兼体育館 東区八田二丁目15番１号

青葉第一 青葉小学校講堂兼体育館 東区青葉三丁目９番１号

青葉第二 青葉五丁目ハーモニーホール 東区青葉五丁目20番23号

　　令和７年３月23日執行
福岡県知事選挙投票所一覧

６



議案第22号 

福岡県知事選挙における開票の場所及び日時について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における東区開票区の開票の場所及び日時

を次のように定め、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

１ 場所 福岡市東区箱崎二丁目52番１号 

福岡リーセントホテル 

２ 日時 令和７年３月23日 午後９時15分から 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第63条の規定による。 

・告示  公職選挙法第64条の規定による。 

【公職選挙法】 

第六十三条（開票所の設置） 

 開票所は、市役所、町村役場又は市町村の選挙管理委員会の指定した場所に設ける。 

第六十四条（開票の場所及び日時の告示） 

市町村の選挙管理委員会は、予め開票の場所及び日時を告示しなければならない。 

７



議案第23号 

福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじを行う場所及び日時について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙につき、東区開票区において開票立会人を定

めるくじを行う場合のくじを行う場所及び日時を次のように定め、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

１ 場所 福岡市東区箱崎２丁目54番１号 

 福岡市東区選挙管理委員会事務局 

２ 日時 令和７年３月20日 午後６時から 

（根拠） 

・議決及び告示  公職選挙法第62条第６項の規定による。 

【公職選挙法】 

第六十二条（開票立会人) 

  公職の候補者( -省略- 参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出

政党)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の

承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市

町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日

に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはで

きない。 

２ 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各

号に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えな

いときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者

の中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としな

ければならない。 

一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同

じ。)が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定によ

り公職の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六

条の四第十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十

一条第二項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみ

なされる場合を含む。)。  当該公職の候補者 

８



二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定によ

り候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定に

より候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三

条第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合

を含む。)。当該候補者届出政党 

三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたと

き又は同条第十一項の規定による却下があつたとき。当該衆議院名簿届出政党等 

四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条

の二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用

する第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき。当該参議院名簿届出政

党等 

３ 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票

区において、3人以上開票立会人となることができない。 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職

の候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、そ

の者の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人と

なることができない。 

５ 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団

体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となったときは、市町

村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。 

６ 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選

挙管理委員会において、予め告示しなければならない。 

７ 以下省略 

９



議案第24号 

福岡県知事選挙における開票立会人を定めるくじの方法について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙につき、東区開票区において開票立会人を定

めるくじを行う場合のくじの方法を次のように定める。 

令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

１ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超える場合 

⑴ くじはくじ棒により行う。

⑵ 開票立会人となるべき者の届出順位をその者の固有番号とする。

⑶ くじは開票立会人となるべき者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に

入れ、くじ箱から10本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固

有番号の者を開票立会人の予定者（以下「予定者」という。）とする。 

⑷ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人

以上ないときは、当該予定者をそのまま開票立会人とする。

⑸ 予定者の中に同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる者が３人

以上あるときは、同一の政党その他の政治団体に属する候補者の届出にかかる予定者ご

とに次の要領でくじを行う。 

ア 予定者の固有番号と同じ数値を記載したくじ棒をくじ箱に入れる。

イ くじ箱から２本のくじ棒を取り出し、そのくじ棒に記載された数値に符合する固有

番号の予定者を開票立会人とする。 

２ 開票立会人となるべき者として届出があった者が10人を超えない場合 

開票立会人となるべき者として届出があった者の中に同一の政党その他の政治団体に

属する候補者の届出にかかる者が３人以上あるときは、前記１⑸に準じてくじを行う。 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第62条第２項及び第４項の規定による。 

【公職選挙法】 

第六十二条（開票立会人) 

  公職の候補者( -省略- 参議院比例代表選出議員の選挙については参議院名簿届出 

政党)は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾 

を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選 

挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべ
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き他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。 

２ 前項の規定により届出のあつた者(次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号

に定めるものの届出に係る者を除く。以下この条において同じ。)が、十人を超えない

ときは直ちにその者をもつて開票立会人とし、十人を超えるときは届出のあつた者の

中から市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者十人をもつて開票立会人としなけれ

ばならない。 

一 公職の候補者(候補者届出政党の届出に係るものを除く。以下この号において同じ。)

が死亡したとき、第八十六条第九項若しくは第八十六条の四第九項の規定により公職

の候補者の届出が却下されたとき又は第八十六条第十二項若しくは第八十六条の四第

十項の規定により公職の候補者がその候補者たることを辞したとき(第九十一条第二

項又は第百三条第四項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされる場

合を含む。)。  当該公職の候補者 

二 候補者届出政党の届出に係る候補者が死亡したとき、第八十六条第九項の規定によ

り候補者届出政党がした候補者の届出が却下されたとき又は同条第十一項の規定によ

り候補者届出政党が候補者の届出を取り下げたとき(第九十一条第一項又は第百三条

第四項の規定により公職の候補者の届出が取り下げられたものとみなされる場合を含

む。)。当該候補者届出政党 

三 衆議院名簿届出政党等につき第八十六条の二第十項の規定による届出があつたとき

又は同条第十一項の規定による却下があつたとき。当該衆議院名簿届出政党等 

四 参議院名簿届出政党等につき第八十六条の三第二項において準用する第八十六条の

二第十項の規定による届出があつたとき又は第八十六条の三第二項において準用する

第八十六条の二第十一項の規定による却下があつたとき。当該参議院名簿届出政党等 

３ 同一の政党その他の政治団体に属する公職の候補者の届出にかかる者は、一の開票

区において、３人以上開票立会人となることができない。 

４ 第一項の規定により届出のあつた者で同一の政党その他の政治団体に属する公職の

候補者の届出にかかるものが三人以上あるときは、第二項の規定にかかわらず、その者

の中で市町村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、開票立会人となる

ことができない。 

５ 第二項又は前項の規定により開票立会人が定まった後、同一の政党その他の政治団

体に属する公職の候補者の届出にかかる開票立会人が三人以上となったときは、市町

村の選挙管理委員会がくじで定めた者二人以外の者は、その職を失う。 

６ 第二項、第四項又は前項の規定によるくじを行うべき場所及び日時は、市町村の選挙

管理委員会において、予め告示しなければならない。 

11



議案第 25号 

福岡県知事選挙における投票管理者及びその職務代理者の選任について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における東区の各投票区の投票管理者及び

その職務代理者を次のように選任し、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第37条第２項及び同法施行令第24条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第25条の規定による。 

【公職選挙法】 

第三十七条(投票管理者) 

各選挙ごとに、投票管理者を置く。 

２ 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選

任した者をもつて、これに充てる。 

３ 衆議院議員の選挙において、小選挙区選出議員の選挙と比例代表選出 議員の選挙

を同時に行う場合においては、市町村の選挙管理委員会は、小選挙区選出議員につい

ての投票管理者を同時に比例代表選出議員についての投票管理者とすることができ

る。 

【公職選挙法施行令】 

第二十四条(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 

 市町村の選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合

において、その職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらか

じめ選任しておかなければならない。 
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第二十五条(投票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 

市町村の選挙管理委員会は、法第三十七条第二項又は前条第一項の規定により投票

管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の住所及

び氏名を告示しなければならない。 
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議案第 26号 

福岡県知事選挙における投票立会人の選任について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における東区の各投票区の投票立会人を次

のように選任する。 

令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森  英 鷹 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第38条第１項の規定による。 

【公職選挙法】 

第三十八条(投票立会人) 

市町村の選挙管理委員会は、各選挙ごとに、各投票区における選挙人名簿に登録 

された者の中から、本人の承諾を得て、二人以上五人以下の投票立会人を選任し、その選

挙の期日前三日までに、本人に通知しなければならない。 
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議案第27号 

福岡県知事選挙における開票管理者及びその職務代理者の選任について 

令和７年３月23日執行予定の福岡県知事選挙における東区開票区の開票管理者及びその

職務代理者を次のように選任し、告示する。 

令和７年３月５日 

福岡市東区選挙管理委員会 

委 員 長  森   英 鷹 

別紙のとおり 

（根拠） 

・議決  公職選挙法第61条第２項及び同法施行令第67条第１項の規定による。 

・告示  公職選挙法施行令第68条の規定による。 

【公職選挙法】 

第六十一条(開票管理者) 

  各選挙ごとに、開票管理者を置く。 

２ 開票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から市町村の選挙管理委員会の選任 

した者をもつて、これに充てる。 

【公職選挙法施行令】 

第六十七条(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任) 

  市町村の選挙管理委員会は、開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合 

においてその職務を代理すべき者を、当該選挙の選挙権を有する者の中から、あらかじ 

め選任しておかなければならない。 

第六十八条(開票管理者又はその職務代理者の氏名等の告示) 

市町村又は都道府県の選挙管理委員会は、法第六十一条第二項の規定（省略）により

開票管理者又はその職務を代理すべき者を選任した場合においては、直ちにその者の

住所及び氏名を告示しなければならない。 
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